


～知っていただきたいこと～

■ 理容所・美容所の開設について
　理容業又は美容業を行うには、理容所又は美容所を開設する必要が
あります（出張理容・美容ができる場合を除く）。
　理容所及び美容所を開設するときは、事前に保健所に届出を行い、
施設が理容師法又は美容師法で定められている施設基準に適合してい
るか、保健所長の検査確認を受ける必要があり、検査確認を受けた後
でなければ営業することはできません。
　なお、理容師の免許を有している者でなければ理容業を、美容師の
免許を有している者でなければ美容業を行うことはできません。
　また、理容師が2人以上いる理容所においては管理理容師を、美容
師が2人以上いる美容所においては管理美容師を設置する必要があり
ます。

■ 理容師・美容師の届出について
　理容師・美容師の採用・退職があったときは、すみやかに届出を行わなければなりません。
　採用時の届出には、理容師・美容師の免許証、診断書（結核、皮膚疾患に罹患していない）の添付が
必要となります。

《理容所・美容所開設手続きの流れ》

開設届の提出1

施設の立入検査

再検査

2

理容所・美容所検査確認済証交付3

営業開始4

施設基準適合

施設基準不適合

施設基準適合

　まつ毛への施術は、美容師法に基づく
美容行為に該当するため、まつ毛エクス
テンション、まつ毛パーマ専門店であっ
ても美容所の開設手続きが必要です。

■ 無資格者の施術について
　無資格者が理容業又は美容業を行うことは、理容師法又は美容師法の違反です。また、出張理容・美容
業をできる場合を除き、検査確認を受けた理容所又は美容所以外の場所で、その業を行うことも違法行為
です。

＜理容師法第6条＞
　理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としては
ならない。

＜理容師法第6条の2＞
　理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。
但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容
所以外の場所においてその業を行うことができる。

＜美容師法第7条＞
　美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。
ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

＜美容師法第6条＞
　美容師でなければ、美容を業としてはならない。
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■ 理容所と美容所の重複開設
　理容所及び美容所については、これまで別々に設置する必要がありましたが、平成28年4月1日から
以下の条件を満たせば、同一の場所で理容所と美容所を重複開設することが可能になりました。

　開設届出は、理容所、美容所それぞれの施設として必要となります。

【理容所・美容所のレイアウト（例）】

　理容所又は美容所の開設
方法等について、詳しくは
「理容所開設の手引き」又
は「美容所開設の手引き」
をご確認ください。
　なお、各手引きは、大津
市のホームページに掲載し
ています。
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消毒室 待合所休憩室

便  所

紫外線消毒器紫外線消毒器

消毒用薬品消毒用薬品

外部と完全に区分

作業場と待合所はついたて等、
容易に動かせないもので区分
する必要があります。

◆重複開設できる条件 

● 理容所及び美容所の両方に必要な衛生上の要件（施設基準等）
を満たすこと。
● 施術者全員が理容師及び美容師の両方の免許を有していること。
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■ 出張理容・美容について
　原則として、理容業又は美容業は理容所又は美容所内でしか行うことはできませんが、次に該当する
場合においては、法令及び条例により、他の場所でその業務を行うことが認められています。

⇒上記①の「疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者」については、次の
　ような者が該当すると整理されています。

　また、出張理容・美容業を実施する場合にあっては、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」
を遵守し、衛生管理を徹底するとともに、次の点については、特にご留意ください。

■ 出張理容・美容業を行える場合

■ 出張理容・美容業を行う場所の管理

■ 主な携行品

① 疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない者に対して
　 行う場合
② 婚礼等の儀式の直前に参列者に対して行う場合
③ 社会福祉施設の入所者に対して行う場合
④ 警察署等に収容されている者に対して行う場合
⑤ 災害の際に避難所において被災者に対して行う場合
⑥ 興行場等の出演者に対して行う場合

• みだりに人が出入りしない専用のスペース（部屋）であること。
• 床や壁面の材質が、コンクリート、タイル、合成樹脂等であり、作業場全体が
  清掃しやすい構造となっていること。
• 作業を行うにあたって十分に明るく、十分に換気できる設備を有していること。
• 犬や猫等の動物を入れないこと。（盲導犬等は除く。）
• 作業終了後は、清掃を十分に行い、清潔を保つこと。

• 消毒済みの器具やタオル等を使用後のものと区別して、安全に保管する収納ケース等
• 消毒用エタノールやガーゼ等の消毒道具
• 手指用の石けんや消毒薬等
• 人数分のタオル
• 消毒薬や絆創膏等の応急薬品・応急処置道具
• 清潔な服装とマスク
• 毛髪用と他のごみ用の蓋付きゴミ箱

(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態
にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来るこ
とが困難であると認められるもの

(2) 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護
を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用する
ことが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に
行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

【作業場の管理ポイント】

出張先で衛生的に作業を行えるよう、以下の物を携行してください。
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